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資料１．プノンペン市都市交通の概要 

 

１－１ プノンペン市の概要 

 (1) 人口、面積、行政区画 

   同市の面積は、約295km2であり、市内の行政区画は、都心部で３区画、郊外部で４区画に

分かれている（別紙１）。 

 同市の人口は、1998年の人口センサスのデータによれば、約100万人（正確には、999,804

人）であり、そのうち、市都心部のエリアに約57％が居住している（別紙２）。 

 

 (2) 地勢、気候 

   メコン川、トレンサップ川、バサック川の合流点の西側に、堤防道路に囲まれる形で、都

市が形成されている。気候は、雨期（５～11月）と乾期（12月～４月）に明確に分かれてい

る。なお、雨期には市街地を含めた道路冠水が発生し、乾期には農閑期に伴い、市街地に仕

事を求め、一時的に人口が集中するとのことである。 

 

 (3) 都市計画・交通関連行政機関 

  ① MLMUPC（国土庁） 

    1998年に閣僚評議会（Council for Ministries）から分かれて設置された中央政府機関であ

り、国土計画について担当している。全職員は2700人、うち400人が本庁に在籍している。

この計画は都市・農村の開発や公共施設の整備だけでなく、教育等幅広い分野を含めた総

合的なものを目指している。現在関係するデータ収集等を行っており、2001年の策定を目

標としている（実際には、もう少し期間を要する可能性も有る）。 

 国土全域の計画と国土を６つのエリアに分割した地域ブロックの計画を策定予定であり、

本調査の期間中にはまとまらない可能性があるものの、プノンペン市を含む計画について

その動向を把握しておくことが必要と考えられる。MLMUPCの所掌規定は別紙の通り。 

  ② DLMUC（市土地利用建設局） 

    DLMUCはプノンペン市における土地利用構想を策定している。市域約290k㎡を13のゾー

ンに区分している。このゾーン区分を踏まえて、民間開発等に対する承認を行っている。 

 このうち約1700haがSatellite City Zoneに位置づけられ、例えばBenug Snorについては

500haの規模で、質の高い住宅の供給等を行う方向で検討が進められており、人口は約２万

人と想定している（民間事業者による開発を想定しているが、事業主体は現時点では未定）。 

 また、新たな空港連絡道路の計画作成についても進めており、カンボディア政府の承認

がおりた段階で、沿線の工業系土地利用の推進を図る予定である。 
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  ③ BAU（市都市計画局） 

    BAUは1995年に設立され、プノンペン市における特定の開発プロジェクトについて担当

している。現在フランスからの専門家が１名在籍している。主要なものとしては、中心市

街地の再整備や、湿地帯の区画整理等とともに、空港南部開発を進めている。 

 空港南部開発については、大きく東西の２つのゾーンに分けられ、東側のゾーンへは市

街地のスラム居住者（約4000家族）の収容等を行うとともに、西側にこれらの住民等が働

く工業ゾーンを整備する計画となっている。この後４～５年の間に着手し、３～５年程度

での完了を予定している。 

  ④ UNCHS 

    国連機関。スラム地域の調査・計画を行っている。スラム地域の状況（人口、職業等）

の現況を把握するとともに、ネットワークを持っていることから、交通調査の実施・当該

エリアの土地利用構想の検討等にあたっては、連携を図っていくことが重要。 

  ⑤ MPWT（公共事業省） 

    MPWTは全国的な道路計画等運輸交通全般にかかる事業実施（土地収容含む）を担当す

る中央政府機関であり、所掌上は市内の運輸交通全般にかかる事業実施を担当している。

プノンペン市都市交通計画に関連しては、外環状道路のさらに外周部、国道３号から５号

までの間の半環状の道路計画がある。なお、国道１号線及び５号線は、アジアハイウェイ

Ａ－１号線、国道４号線及び７号線はアジアハイウェイＡ－11号線の一部となっている。

MPWTの所掌規定は別紙の通り。 

  ⑥ DPWT（市公共事業局） 

    市内の道路整備・維持管理等について、国道を含め担当している模様である（本来国道

はMPWT担当であるが、予算的な問題のようである）。市街地外周道路において、盛んにBOT

手法を用いている。 

 市内中心部への大型トラックの流入規制がとられているため、大型トラックは当該道路を

利用している。この関係もあり、沿道には工場の立地が見られる。大型トラックとルモは有

料であるがその他については無料となっている。なお、BOT道路の整備については、簡易な

舗装が実施されるにとどまっており、走行環境等が画期的に改善されるには至っていない。 

  ⑦ 市交通警察 

    交通規制については、全国的には内務省の交通警察が担当しているが、プノンペン市内

については、市警察の交通部門が担当している。交通信号機は市の街路課が管理している。 

 

 (4) 都市の状況 

   プノンペン市における最新の土地利用構想としては、JICAが1999年に策定した「プノンペ
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ン市都市排水・洪水対策計画調査」における、2010年を目標とした将来土地利用図がある。 

 なお、本調査の対象地域はプノンペン市域全域ではないので、対象地域外のエリアについ

てはDLMUCが策定している構想等をベースに、上記調査と同程度のもの（想定人口、おおま

かなゾーニング）を策定する方向でプノンペン市と同意している。 

 その他上位計画に関してはJICAがプノンペン市と共同で1999年８月に策定した「プノンペ

ン市都市洪水・排水対策計画調査報告書」最終報告書サポーティングレポート(Volume３)の

Ａ－６ページからＡ29ページを参照のこと。 

  ① 都市構造 

    プノンペン市の人口は1998年センサスによると約100万人であるが、近年では5%/年の伸

びを示している（自然増と社会像が半々）。 

 中心市街地ではモニボン通り等の幹線道路を骨格として、比較的整然とした街路網が整

備されている。また河川沿いや大通りなどには緑豊かな空間が形成されている。 

 しかしながら、フランス占領時代に形成された道路網が中心であることから、全体的に

道路幅員が不足しているとともに、未舗装で穴があいている区画道路や下水道等排水施設

の維持管理が十分に行われていないことによる水たまりの存在など、交通面等において量

的・質的に十分な空間が確保されていない。 

 また、建築物も更新が進んでおらず、密度が低く、拠点性が低い市街地が形成されてい

ることから、スラムの除去などと合わせて、公共交通機関の導入と一体となった拠点性を

持った中心市街地づくりが必要と思われる。 

  ② スラム 

    老朽化した建築物や河川、湖沼沿いを中心に約17万人の絶対的貧困者層が居住している

（バサック川沿いが最大で、約4,000家族、約25,000人が居住している）。これらの居住者は、

食品の販売、建設現場での労働等とともに、バイクタクシー等により生計を立てているこ

とから、交通規制や公共交通の検討においては、彼らの生活の視点からの検討も必要である。 

 現在市においては、後に述べるような新市街地の整備等により、不法占拠者の移住を進

めるとともに、周辺工場等への就労等を図ろうと考えている。 

  ③ 新市街地の形成 

    先に記述したように、DLMUC及びBAUにおいて、Satellite Cityに関する構想や新市街地

の開発が進められようとしている。これらの市街地と既成市街地との間での交通量が増加

するものと考えられることから、この間を結ぶ公共交通の導入について検討が必要である

カンボディアでは昼休みの時間が非常に長く（午前11時～午後２時）、帰宅して昼食をと

っているケースが多いが、Satellite Cityから通勤する場合、この習慣が変化するかどうかも

交通量に影響を与える。 
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１－２ 道路交通の概要 

 (1) 道路全般 

  ① 道路網 

    旧市内部の幹線道路網は６本の放射道路と４本の環状道路で構成されている。それらを

結ぶ街路もネットワーク的には比較的整然と配置されており、良好な道路網が形成されて

いる。 

 なお、今回の訪問は乾期であったが、内水排除のための施設が十分でないことから、雨

期には道路冠水により通行困難となる道路が有り、一部の道路に交通が集中し、混雑状況

が悪化する。これについては、「プノンペン市都市排水・洪水対策計画調査」を踏まえた

都市排水施設の整備の進捗を踏まえながら、雨に強い道路ネットワークの検討を進めるこ

とが必要である。 

  ② 交差点 

    信号機は市内の主要交差点約30カ所に設置されている（位置図を入手）。信号現示パター

ンは、青27秒、黄５秒、赤28秒で一定であり変更できず、混雑時には警察官によるマニュ

アル誘導となっている。 

 交差点によっては左折（日本と通行方向が逆）交通量が相当多いにもかかわらず、左折

車線や矢印信号等の設置はされていない。当地は左折車両優先のため、４車線道路におい

ては２車線分の直進車両が長時間通行を妨げられるケースも生じている。 

 また、ロータリー形式の交差点も多数見られるが、半径が小さい場合、ウィービングが

円滑に処理できず、混雑の原因となっている。 

  ③ 歩道空間等 

    幹線道路においては、比較的幅広い歩道空間が確保されているが、駐車、レストランの

テーブル、露店などに占用されている箇所も多い。バス専用レーン等の検討においては、

暫定的にこのような歩道空間を利用することも考えられる（中央部が公園となっている大

通りも同様）。 

 また、公共駐車場は、セントラルマーケットに設けられたものを除き存在せず、路上駐

車が非常に多い。特に学校周辺においては、午前11頃に親が子どもを迎えにくることによ

り、車両の駐車のため走行機能が妨げられる状況が見られた。これらの街路の中には幅員

がある程度広く、本来補助幹線的役割を期待できるものもあることから、駐車車両対策の

検討も必要である。 

  ④ 維持管理 

    旧市内部の幹線道路の現況は維持管理が藤生文和のことによるコンディションの悪い区

間が多い。幹線以外の街路ではさらに問題が大きく、その多くが劣悪なコンディションで
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ある。これらは、ラテライトで作られた道路でゴミが多いこと、排水の悪いことと相まっ

て、不衛生であり、かつ照明が無いこともあって危険でもある。 

  ⑤ 財源 

    道路の整備・管理に対する特別の税制度は無い。ガソリンに対しても、他の商品等と同

様10％の付加価値税がとられるが、これは一般財源となっている。 

 

 (2) 交通環境全般 

   プノンペン市中心部では、東西・南北方向、環状の幹線道路は、舗装状態がよく、幅員も

結構広く、交通量も多い。ただし、センターラインや車線が明確でないため、バイクが道路

幅一杯に走ったり、逆走したりして、その広い幅員が十分活かしきれていないように見受け

られた（よく見ると、以前はセンターラインや車線のマーキングがあったがメンテナンス不

足でほとんど消えかかっているような場所もあった）。 

 一方、幹線以外の街路には、舗装状態が悪い、あるいは、未舗装のため、走行環境が劣悪

なものが多かった。これら裏路地の走行環境の悪さが、幹線道路への交通集中を招いている

ようである。 

 なお、市中心部では、路上駐車が大変多く、また、まとまった駐車場はないが、交通の集

中する中央市場周辺には、路上に駐車専用スペースを設置し、また他の路上にも日本でいう

パーキングメーターのような路上駐車スペースを設置し（ただし、日本のようなメーター機

械はなく線が引いてあるだけ）、若干は路上駐車のコントロールを試みているようである。 

 

 (3) 交通混雑の状況 

   市中心部は朝夕を中心に幹線道路が非常に混雑している。一方、幹線道路間を結ぶ街路は

簡易・未舗装、劣悪な路盤状況等の理由により十分に活用されているとは言い難い。 

 近年の経済復興に伴い、交通量の増加が著しい。特に全体の交通量の７～８割を占めるバ

イクは、信号などの交通インフラの未整備と道路交通ルールの未徹底とあいまって、市内の

交通渋滞に深刻な影響を与えている。 

 

 (4) 交通安全・交通事故の状況 

   また、交通事故も多発している（年齢では18～24歳がスピード出し過ぎにより最も事故が

多いとのこと）。なお、市警で把握している市街地での交通事故件数では、1999年には、合

計391件の事故が発生し、うち死亡事故は120件とのことである。また、市街地の幹線道路や

主要交差点を含め、横断歩道がほとんどないため、子供をはじめ歩行者は、やむなく、道路

交通の往来の激しい通りを車やバイクを避けながら何とか横断している状況にあり、大変危
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険であると見受けられた。 

 交通ルールについては、必要最小限のみ遵守しているようである。例えば、交差点での信

号機や警察官の指示は遵守するが、それ以外の場所での交通標識や交通ルールは、ほとんど

無視されているようであり、特にバイクは車線の逆走をはじめ縦横無尽に好き勝手に走り回

っている感がある。また、バイクについては、運転手以外は横座りだったり、ヘルメットを

かぶっていなかったり、４人乗り（時には母親が赤ん坊を抱えて）するなど、危険な乗車状

況にある。今後、こうした点も勘案し、ドライバーへの交通ルール教育とともに、歩行者（特

に子供からの）への交通安全教育を強力に進める必要があるのではないかと思われる（免許

取得時に交通安全教育を義務づけるなど免許制度の改善も必要か）。 

 

 (5) 交通管理計画 

  ① 大型トラックについては市外周道路等を利用した市内中心部への流入規制措置(既に実施) 

  ② 市周辺部幹線国道（５号線、６号線）沿いのバス・トラックターミナル整備（民間資金）

と併せた大型交通の市内通行量削減・抑制（一部実施中。まだ完全禁止はなされていない） 

 なお、このターミナルのうち、国道６号線沿いのターミナルは、河川沿いに市場建物も

併設する形で建設中であり、郊外部での陸上交通と水上交通の結節点となる物流ターミナ

ルを指向しているようである。 

 

 (6) 車両登録台数、免許制度、保険 

   車両登録台数は、1999年には合計で約28万台で、1990年から1999年にかけて合計台数で約

６倍増加している。1999年のモード別の台数内訳は、バイクが全体の76.8％でトップ、２番

目は乗用車で全体の14.5％となっている。なお、乗用車はタイ国等からの流入 (正規、密輸

を含む。市内バイクディーラーの話では、アジア経済危機の際、タイ国でローンが払えず差

押えになったマイカーが結構入ってきているのではとのこと)。 

 免許は、必要手数料を納付すれば、実技や交通安全の講習・検定なしで取得可能。 

 なお、日本でいう自賠責保険はなく、自動車保険への任意加入している人も費用面などの

理由からほとんどいないようである。 

 大型トラックについては市内中心部への流入規制措置により環状道路等が利用されている

が、過積載の問題が発生している。規制する条例（Maximal Load Limit of the transport vehicles 

trafficking on National Roads）が策定され、道路のタイプや車軸数等により詳細な制限重量が

決められているものの、荷重のチェックを行うシステムが無いことから、実効は上がってい

ない。このため、外周道路の損傷が大きくなっていると考えられる。 

 また、右左折禁止等の標識も有るが、設置個所はそれほど多くないと思われる。 
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１－３ 公共交通の概要 

 (1) 全般 

   市民の足の中心となっているのは、市中心部ではモトドップというバイクタクシーであり、

またシクロという自転車タクシーも利用されている。 

 バスは当初、市内バスとしてスタートしたが、利用が少なかったため撤退、現在は長距離

都市間バスとして運行されているが、各路線１日数便程度しか運行されおらず、料金面やス

ピード等のサービス面でもモトドップに劣るため、市内交通としてはほとんど利用されてい

ない。ハイヤー、レンタカーの会社はあるが、流しの乗用車タクシーは営業していない。空

港では乗用車タクシーが利用客待ちをしており、市内へのアクセスとして利用されている。 

 郊外部では、ルモというバイクトレーラー（10人乗り程度）が工場労働者の通勤等に利用

されている。 

 鉄道は、都市間鉄道として１日２方向に各一本運行しているのみであり、市内交通機関と

しては利用されていない。 

 制度面では、日本のような交通事業者への補助制度はない。事業開始許可は、市内交通に

ついては市（公共事業局：DPWT）が、都市間交通については国（公共事業省：MPWT）が

所管。 

 

 (2) モトドップ 

   利用者は、家族連れ、若者、買い物の主婦など多様である。ただし、学童は、料金が高い

のか、あまり使っていないようである。料金は、相乗りしても同じ値段であり１人で乗るよ

り割安になる。 

 大通りは通行禁止（標識により規制）となっている。 

 現在、すべてのバイクは登録制になっており、将来的にはモトドップも登録制に移行させ

たいと市は考えているようである。また、将来的には、モトドップの全数も減らしたいと市

は考えているようである。 

 バイクが持てればモトドップには乗らないとの現地の人の声もある（つまり、今後、一層

の経済発展に伴い豊かになり、バイク所有が一般化すればモトドップは流行らなくなる）。 

 安全性の問題も有り、将来的には無くしていく方向かと思われるが、モトドップのドライ

バーは、失業者などの経済弱者（貧困層）が担っていることもあるため、一定幹線道路への

モトドップの全面乗り入れ禁止規制などの強権的な規制は、やり方や場合によっては社会不

安を招く可能性もあり、また、行政コストが大きく実効性担保のハードルが非常に高いと考

えられるため、交通管理の観点からの規制については、当面は通行する道路の制限などによ

り、自動車と棲み分けていく等ソフトランディング可能な手法を検討することが必要である。 
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 (3) シクロ 

   市内での登録台数は１万台（注：URC調査では営業台数は3000台程度と推計）で、スピー

ド面などモトドップより相対的にサービスレベルが低いため、モトドップに比べると利用は

少ないようである。ただし、運賃が低額であることや、荷物がバイクより積めることから、

学童や幼児を抱えた母親、大きな荷物を同時に運ぶ際には、使われているようである。非常

に低速であるため、幹線道路においては流動的な交通を妨げている。 

 

 (4) ルモ 

   ルモについては、安全上の問題（オートバイのブレーキしか無く、急停止は困難。迅速な

方向転換も不可と思われる）から市中心部への流入が規制されており、市郊外部幹線道路上

での利用が多い。例えば国道２号線沿い南方面（KANDAL方面）は、工場が多く、工場労働

者も通勤によく利用するとのことである（なお、工場労働者の通勤にはトラック荷台での運

搬もある模様）。 

 料金は、500リエルほどで、モトドップと同じぐらいとのことである。 

 郊外部でルモが朝夕に交通渋滞の原因となっているかどうかは調査が必要だが、市側から

は、特段この点についてコメントや要望はなかった。 

 

 (5) バス 

   マレイシア資本（Phnom Penh Ho Wah Genting Transport Co.,LTD）で1996年10月より、市

内交通機関（City Bus）として４路線、10台で認可、運行開始した〔４路線は①市内～TA 

KHMAU(20km)、②市内～MEAN CHEY(22.7km)、③市内～SVAY PAK(8km)、④市内～空港

(8km)〕。市内バス路線については、市より独占営業権を付与されていると同社は説明するが、

市側はバスターミナル（中央市場脇、同社が運営）の独占使用権を付与したのみとすれ違い

がある。 

 しかし、市内のバス走行環境があまりに悪く (道路状況悪い、交通混雑、道路狭い、バイ

ク多い)、運行費用がかさむため、1997年に、同社は、やむなくCity Busから撤退し、２～３

路線の長距離都市間バス（Long Distance Bus）に営業転換し、収支改善を図ることとした。 

 同社は、現在、45台の車両 (全車冷房付き)、10路線で営業中である。また、各路線は主要

国道上に設定されている (国道１号線：２路線、国道２号線：２路線、国道３・４号線：３

路線、国道５・６号線：３路線)。 

 同社の話では、相乗りで１人当たりの利用料金が少なくなるモトドップとの価格競争は難

しいとのこと。また、運行コストのうち、燃料費とドライバーの人件費のウェイトが大きい

とのことであった (燃料費はよく変動し、ドライバーの人件費は固定給75ドル＋歩合給で、
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他業種の月給に比べても高い)。 

 市内バス活性化に向けてのポイントとして、同社は、メインストリートの一方通行規制の

導入と違法交通（特にタクシー）の取り締りを挙げている。なお、バスレーンについては、

同社は、一般乗用車とレーンが分離されていれば、バイクとバスがレーンをシェアしても構

わないとしていた（なお、バスレーンについては、市警も重要と考えているようであった）。 

 市中心部での循環バス（Loop Bus）については、こうしたポイントがクリアーされれば、

同社としても悪くない話であるという感じであった。ルートとしては、MONYVONG～RUSSIE

～MAO TSE TOUNG～MONYVONGを想定（イメージは別紙３）すれば、条件がよければ１

周40分で循環でき、また、中心部の移動ニーズのほとんどをまかなえるのでは、というのが

同社の見解であった。 
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